
システムの設置や、エネルギーの使用状況をリアルタイムで表示するなど、家庭におけるエネルギー管理を
支援するHEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）等を導入したスマートハウスの建設が民間事業者
と一体となって進められています。
また、大都市でありながら身近な場所に豊かな自然が残され、それらを守り・育て・楽しむ活動が市民や学
校、企業の間で盛んに行われています。行政は生物多様性保全分野にも力を入れており、生物多様性自治体ネッ
トワークの代表として、「国連生物多様性の10年日本委員会」に参画しています。また、都市化に伴って生物多
様性保全にも貢献する森林・農地等が減少してきたことを受け、独自の「横浜みどり税」を創設し、これを財源
に「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の3つの柱で緑の保全・創造に取り組んでいます。
地域住民・民間事業者・行政・大学が連携しながら民間の活力を導入して、急速な高齢化や環境に配慮し
た持続可能な郊外のまちづくりに取り組んでいます。平成23年には我が国の環境未来都市に選定され、環境
対策と経済成長の両立の実現に向けて、アジアの多くの都市が直面する課題の解決モデルを示す都市を目指
しています。

2　公害経験から環境首都へ（熊本県水俣市）

かつて水俣病により深刻な公害被害を受けただけでなく、地域が引き裂かれた水俣市では、公害の体験を
広く世界の人々に伝え、水俣病のような世界に類例を見ない公害を二度と繰り返してはならないという強い
決意の下に、平成2年に日本で初めて「環境モデル都市づくり宣言」を行い、地域が一体となって水俣病を教訓
とした環境のまちづくりを進めています。
その取組の一つが、地域のつながりをもう一度つくり直すために「寄

よ
ろ会」と称して始まった市民の活動で

す。昔から地域にある自然の恵み等を調べ、絵地図に落とし込んだ「あるものさがし」、人や技術を調べた「地
域人材マップ」などの取組を行いました。ここから派生して始まったのが「菜の花のまちづくり」です。地域の

写真：日経BP社

写真：積水ハウス株式会社

スマートハウスの例（HEMSを利用して
いる例（上）と集合住宅（下））

資料：横浜市

�横浜スマートシティプロジェクト実証イメージ

1970年 1980年 2009年 

※年によって調査手法や精度が異なるため、おおむねの傾向を示したものです。
資料：横浜市 

�横浜の緑地の変遷
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お年寄りが小学生と菜の花を栽培し、菜種油を採ります。油は給食等に利用され、その廃油でつくったキャ
ンドルを水俣病慰霊の鎮魂の催しで灯します。資源循環型の取組である菜の花の活動を通して、世代を超え
て豊かな知識・技術、公害体験等を子供たちに伝えています。
また、水俣市を環境モデル都市としてつくり上げていこうという市民の高い意識を反映して、家庭ごみの
24種類分別に取り組んでおり、平成21年には「ゼロ・ウェイスト宣言」を行いました。山間部の集落では、自
分たちの生活環境は自分たちで守る、という考えの下「地区環境協定」を決め、環境保全や不法投棄の監視な
どを行っています。
これらの取組が評価され、平成23年には国内のNGOが主催するコンテストで「日本の環境首都」に選定されま

した。環境首都としての取組を深めていくため、地域市民、企業、行政等が参加する「円卓会議」を設置し、環
境と地域経済、心豊かな市民生活の3つの要素がそれぞれ高め合い、「かけ算」の発想で相乗効果を生み出す「環
境と経済が一体となって発展する持続可能な『真の豊かさ』が実感できるまちづくり」を引き続き目指しています。
平成25年10月には、水銀の適切な管理のための「水銀に関する水俣条約」を採択・署名する外交会議が水俣
市で開催されます。この条約には、水銀を使った製品の輸出入を2020年（平成32年）以降、原則禁止とする
等の内容が盛り込まれており、水俣病と同様の健康被害や環境破壊を世界で繰り返さないという決意の下、
採択される予定です。こうした場面でも、水俣病の教訓を活かした環境のまちづくりの取組を世界に向けて
発信していきます。

3　森林資源を活用した山村と都市の連携（岡山県西粟倉村）

岡山県西粟倉村は、人口1,500人強の村です。村の総面積のうち
95％を森林が占め、二酸化炭素の吸収量が排出量を上回っています。
森林面積の約85％は人工林で、長期的な間伐などの手入れが必要です。
森林を軸とした地域活性化、地球温暖化対策を通じて中山間地の小規
模自治体としての生き残りを模索してきました。
平成20年より、「齢百年の美しい森林に囲まれた『上質な田舎』を実
現する」というビジョンを掲げ、「百年の森林構想」を着想し、事業を開
始しました。この事業では、村が村内の森林を一括管理し、森林組合
が施業管理を行う長期施業管理委託を行っています。そうした上で、
株式会社を設立し、間伐の結果生じた残材を木材やバイオマス等とし
て活用することで、地域資源から価値を生み出し、森林資源の消費地
である都市との連携を図っています。また、都市部の市民から小口投
資を募るための「共有の森ファンド」を設立して施業資金を確保する資金の流れをつくるとともに、体験施設
での森林散策ツアーや木工体験等を通じて都市部の市民に森の恵みを伝える取組を行っています。また、カー
ボン・オフセットとして認定を獲得し、企業等と二酸化炭素の排出権を売買することで間伐面積のさらなる
拡大等森林管理にかかわる事業の拡大を目指しています。

写真：水俣市

�菜の花のまちづくり

写真：水俣市

�資源ごみの収集風景

資料：水俣市

�環境首都のマーク

写真：西粟倉村

�体験施設「森の学校」における間伐材を
利用した工作の様子
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株式会社
トビムシ

森林所有者 施業収益分配金

配当

出資

共有の森ファンド（特別勘定）

西粟倉村役場

大手製材会社等

素材販売収入

地元製材工場

株式会社西粟倉・
森の学校

地域メディア事業
産直住宅事業
部材供給事業
地場産品企画・販売

消費

販売支援報酬
施業収益分配金

美作東備森林組合

森林管理
基本合意書

投資家

※小口投資に限定し
多数の参加を得る

長期施業管理
契約（三者）

資料：西粟倉村資料より環境省作成

�百年の森事業の概要

真に豊かな地域社会づくりを目指して［1］―島根県海士町

島根県隠岐諸島の一つ、中ノ島に位置する人口約2,300人の海
あま
士
ちょう
町は、過疎、少子高齢化、財政悪

化という深刻な課題を解決するため、産業振興による雇用拡大と島外との積極的な交流に取り組んでい
ます。財政が危機的状況に陥った平成17年に行った行政改革を皮切りに、地域社会の再構築を始めま
した。経済的な繁栄を求める地域開発を進めることへの疑問から、地域づくりの中で重点を置いている
のは住民の幸せの追求と産業振興による島のブランド化の実現です。
住民の幸せを追求するため、平成20年に、町の基本方針となる「第四次総合振興計画」を策定した際
には、15歳から70歳までの有志の町民と役場の若手職員が、「ひと」「暮らし」「産業」「環境」の視点か
ら検討を行い、最終的には、本編とセットで、より分かりやすく表現を工夫した別冊を制作しました。
この冊子は、海士町の生活者の視点から地球温暖化、資源等の環境問題、少子高齢化等の人口問題、行
政主導のまちづくりの限界等の種々の問題を解決するための、24の「住民による具体案」を提示してい
ます。1人でできること、100人でできることなど、人数別に課題解決のアイデアを紹介しているのが
特徴です。
離島というと閉鎖的なイメージですが、海士町は島外の若い人材の積極的な受入れと、島の地域資源
を組み合わせた新商品の開発や新産業・新規雇用の創出に取り組んでいます。島の食文化を商品化した
「島じゃ常識！サザエカレー」、白イカや岩がきなどを獲れたての鮮度と美味しさそのままに都会の消費
者に届けるCASシステムなど産業振興を行っています。そして、島の産品の販売のほか、企業・大学
の研修や視察の誘致による島内外の交流を行っているのは、島外から移住した若者たちが興した企業で
す。
島外から移住したIターン者は平成16年から平成23年までに310人、地元に戻ってきたUターン者は
173人となり、島外の視点で島内の取組を活性化しています。また、地域づくりのモデルとして多くの
自治体が視察に訪れるなど、海士町の持続可能な島に向けた取組は大きな注目を集めています。
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資料：海士町

�第四次海士町総合振興計画　別冊
2009-2018「海士町をつくる24の提案」

　

写真：海士町

�海士町の白イカ（上）と岩ガキ（下）

第7節　未来を担う子供達を育てる環境教育の取組

2002年（平成14年）のヨハネスブルグサミットでの我が国の提案を
きっかけに、2005年（平成17年）からの10年は、国連「持続可能な開発
のための教育の10年」とされました。現在、持続可能な開発のための
教育、いわゆるESD（Education�for�Sustainable�Development）に、
世界中が取り組んでいます。私たち一人ひとりが、世界の人々や将来
世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変
革することが必要であり、そのための教育がESDです。ESDでは、環
境分野だけでなく、貧困、人権などさまざまな問題を扱っています。
2012年（平成24年）に開催されたリオ＋20においても、ESDを一層
推進していくことなどが合意されました。
環境教育の分野では、平成23年に改正法として成立した「環境教育等による環境保全の取組の促進に関す
る法律」及び同法に基づく基本方針において、学校教育における環境教育の充実や、さまざまな主体が適切な
役割分担の下で相互に協力して行う協働取組の重要性などが明記され、現在国内各地で、これらに基づく取
組が行われています。また、海外においても国連大学やが中心となって世界各地でのESDに関する地域拠点
（RCE：Regional�Centre�of�Expertise�on�ESD）の整備等を推進しています。

1　学校における取組

多くの子供達に確実に行われる学校教育は、人材育成の観点で大きな役割を担っています。平成20年及び
平成21年に改正された新学習指導要領（平成23年4月から順次施行）において、持続可能な開発の考え方が盛
り込まれたほか、さまざまな教科において環境教育を実施することが明記されました。
愛知県豊田市の小学校では、学校の改修の際に環境に配慮した施設整備を行い、改修した校舎を使って日
照のコントロールや自然エネルギーの有効利用について学習した上で、学校を訪れる近隣の人などに対して
校舎の説明をすることを通して、環境に配慮した望ましい働き掛けができる子供を育むさまざまな取組を行っ
ています。

環境教育

ESD

社会面
での教育

経済面
での教育

国際理解

資料：環境省

�ESDの考え方
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2　身近な地域における取組

地域においては、行政やNPO、大学などが連携することで、効果的な環境保全等の取組を実施しています。
例えば、地域の多様な主体が連携し、子供達とともに地元の資源を活用しながら課題解決の方策を考えてい
くことを通して、環境保全の取組を促進している地域もあります。
新興住宅地の広がる愛知県春日井市では、市内の小学校において、教員と大学・NPO・企業・福祉施設な
どが協力し、身近な自然環境や、地域に暮らすさまざまな人々との絆を取り戻す「かすがいKIZUNA」プロ
ジェクトに取り組んでいます。同プロジェクトでは、各主体が協力して会議を開催し、自然との共生につい
てのフィールドワークと教科教育をつなげる小学4年生から6年生までのカリキュラムを作成しました。カリ
キュラムを実践する段階では、大学生がアシスタントとして子供達の学びをサポートし、その経験から大学
生自身も大きく成長する、重層的な学びの場が生まれています。
また、環境省や文部科学省の指導・助言を得ながら、企業、民間団体、地方公共団体等が連携・協力して
全国に活動を展開している「こどもエコクラブ」は、幼児から高校生までが、地域に根ざした環境教育・環境
保全活動を、自発的・継続的に行うことを促す優れた取組であり、全国で約11万人が参加しています。

資料：環境省

○平成18年6月　教育基本法の改正
教育の目標に、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する
態度を養うことを規定。

○平成19年6月　学校教育法の改正
義務教育の目標に、学校内外における自然体験活動を促進し、生命及
び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うことを
規定。
○平成20年1月　学習指導要領に関する中央教育審議会答申
各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間それぞれの特質等に
応じ、環境に関する学習が行われるようにする必要があることを明記。

○平成20年7月　教育振興基本計画の策定
家庭、学校、地域、企業等における生涯にわたる環境教育・学習の機
会の多様化を図ること、体験活動を取り入れた実践的な環境教育の充
実・展開を明記。

○平成20年～21年　学習指導要領の改正 （平成23年4月から順次施行）
（社会科における学習内容の例）
小学校：国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止
中学校：自然環境が地域の人々の生活や産業と関係をもっていること
高　校：環境や資源・エネルギーをめぐる問題などの考察
○平成24年3月　学校における持続可能な発展のための教育（ESD）に

関する研究最終報告書（国立教育政策研究所）の公表
持続可能な社会づくりの学習指導を展開するために必要な枠組み、授
業実践事例や参考情報等を公表するとともに、学校、教育機関等へ普
及・指導。

�学校教育における環境教育の位置付け

写真：環境省

こどもエコクラブの活動

写真：かすがいKIZUNAプロジェクト

�フィールドワークを行う子供達
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3　豊かな自然を生かした取組

自然とのふれあいを大切にした取組も行われています。
人々の行動やライフスタイルをより環境に配慮したものにするため
には、都市化で失われつつある自然の恵みによって人が生かされてい
る存在であると実感する機会を増やすことが有効です。我が国では、
エコツーリズム推進法（平成19年法律第105号）を制定しています。エ
コツーリズムとは、地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有
の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、
保全につながっていくことを目指していく仕組みです。エコツーリズ
ムを実施することにより、観光客が自然環境とつながる機会が得られ
るとともに、地域住民にとっても地域資源の価値を再認識する機会と
なることから、環境教育にもつながる取組と言えます。
群馬県みなかみ町は、上信越高原国立公園に指定されている谷川岳
を持続的に活用するためにエコツーリズムの取組を進めており、日本三大岩壁に数えられる一ノ倉沢を巡り
ながら周辺の歴史的建造物を巡るツアーをはじめとしたトレッキングツアーが実施されています。同ツアー
では、旅行者が生態系に悪影響を及ぼすことなく、谷川岳を中心とした地域の自然や文化等を楽しむことが
できます。同ツアーは、我が国の国立公園内におけるエコツーリズムとしては初めてエコツーリズム推進法
に基づき認定されたツアーであり、地域の発展につながることが期待されています。同町では、「地域活性
化」と「観光振興」そして「環境保全」の三つの要素を意識しながら、子供だけでなく大人も含めたすべての人が
自然の恵みを再認識することを目指しています。

写真：龍鳳登高会
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